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令和７年度　第１回別海町公の施設に係る指定管理者選定委員会　結果

施設名 　別海町ケアハウスみどり野

施設所在地 　別海町別海寿町５１番地

設置年度 　平成１０年度

身体機能の低下や、独立して生活するには不安の認められる高齢者を入居

させ、日常生活上必要な便宜を供与し、もって高齢者が健康で明るい生活を

送れるようにすることを目的とします。

別海町別海１４９番地１

社会福祉法人　別海町社会福祉協議会

会長　佐藤　次春

　現在の指定管理者である別海町社会福祉協議会は、個々の心身の状況に応

じた自立性の尊重を基本として、入居者が安心して生活できるように定期的

に個人面談を行い、住み良い住環境を提供するとともに食事の提供、余暇活

動の援助など総合的なサービスの向上に努めています。

　このことから、引続き同協議会が指定管理することが適当であると考えま

す。

　なお、同協議会は「別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する

条例」第５条第１項の「公募によらない指定管理者の候補者の選定」及び

「同条例施行規則」第４条の２第１項第３号の規定に該当することから、

公募によらないことが妥当と考えます。

５年間（令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで）

　別海町の高齢者保健福祉計画においても重要な施設であり、関係機関との

連携も必要なことから、５年間の指定期間が妥当と考えます。

候補者の適否 　適当であると判断する。

指定期間
　５年間（令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで）が適当であ
ると判断する。

設置目的

指定管理者選択（内部）委員会審議結果

候補者

指定期間

選定委員会意見

公募しない理由


